
亀 山 市 都 市 計 画 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 ２ 年 ６ 月 １ ９ 日  

       亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 条 例 第 １ ６ 号  

 

亀 山 市 都 市 計 画 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

第 １ 条  亀 山 市 都 市 計 画 税 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ５ ４ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 ２ 項 中 「 第 ３ ４ ９ 条 の ３ 第 １ ０ 項 か ら 第 １ ２ 項 ま で 、

第 ２ ２ 項 か ら 第 ２ ４ 項 ま で 、 第 ２ ６ 項 、 第 ２ ８ 項 か ら 第 ３ １ 項 ま

で、第３３項又は第３４項」を「第３４９条の３第９項から第１１

項 ま で 、 第 ２ １ 項 か ら 第 ２ ３ 項 ま で 、 第 ２ ５ 項 、 第 ２ ７ 項 か ら 第

３ ０ 項 ま で 、 第 ３ ２ 項 又 は 第 ３ ３ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ５ 項 を 削 る 。  

附 則 第 ６ 項 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ４ 項 」 を

「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ８ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 ５ 項 と す る 。  

附 則 第 ７ 項 の 前 の 見 出 し 中 「 平 成 ３ ２ 年 度 」 を 「 令 和 ２ 年 度 」

に 改 め 、 同 項 中 「 平 成 ３ ２ 年 度 」 を 「 令 和 ２ 年 度 」 に 、 「 第 １ ９

項 」 を 「 第 １ ８ 項 」 に 、 「 又 は 法 」 を 「 又 は 」 に 改 め 、 同 項 を 附

則 第 ６ 項 と す る 。  

附 則 第 ８ 項 中 「 平 成 ３ ２ 年 度 」 を 「 令 和 ２ 年 度 」 に 、 「 第 １ ９

項 」 を 「 第 １ ８ 項 」 に 、 「 又 は 法 」 を 「 又 は 」 に 改 め 、 同 項 を 附

則 第 ７ 項 と す る 。  

附 則 第 ９ 項 中 「 平 成 ３ ２ 年 度 」 を 「 令 和 ２ 年 度 」 に 、 「 第 １ ９

項 」 を 「 第 １ ８ 項 」 に 、 「 又 は 法 」 を 「 又 は 」 に 改 め 、 同 項 を 附

則 第 ８ 項 と す る 。  

附則第１０項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９

項 」 を 「 第 １ ８ 項 」 に 、 「 又 は 法 」 を 「 又 は 」 に 改 め 、 同 項 を 附

則 第 ９ 項 と す る 。  



 

附則第１１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９

項 」 を 「 第 １ ８ 項 」 に 、 「 又 は 法 」 を 「 又 は 」 に 改 め 、 同 項 を 附

則 第 １ ０ 項 と し 、 附 則 第 １ ２ 項 を 附 則 第 １ １ 項 と す る 。  

附 則 第 １ ３ 条 の 前 の 見 出 し 中 「 平 成 ３ ２ 年 度 」 を 「 令 和 ２ 年 度 」  

に 改 め 、 同 項 中 「 平 成 ３ ２ 年 度 」 を 「 令 和 ２ 年 度 」 に 、 「 第 １ ９

項 」 を 「 第 １ ８ 項 」 に 、 「 又 は 法 」 を 「 又 は 」 に 改 め 、 同 項 を 附

則 第 １ ２ 項 と し 、 附 則 第 １ ４ 項 を 附 則 第 １ ３ 項 と す る 。  

附 則 第 １ ５ 項 中 「 、 第 １ ９ 項 、 第 ２ １ 項 か ら 第 ２ ５ 項 ま で 、 第

２ ７ 項 、 第 ２ ８ 項 、 第 ３ ２ 項 、 第 ３ ６ 項 、 第 ４ ０ 項 、 第 ４ ３ 項 か

ら第４５項」を「から第２２項まで、第２４項、第２５項、第２９

項 、 第 ３ ３ 項 、 第 ３ ７ 項 か ら 第 ３ ９ 項 ま で 、 第 ４ ２ 項 か ら 第 ４ ４  

項 」 に 、 「 又 は 第 １ ５ 条 の ３ 」 を 「 、 第 １ ５ 条 の ３ 又 は 第 ６ １ 条 」  

に 改 め 、 「 第 １ ５ 条 の ３ ま で 」 の 次 に 「 若 し く は 第 ６ １ 条 」 を 加

え 、 同 項 を 附 則 第 １ ４ 項 と す る 。  

第 ２ 条  亀 山 市 都 市 計 画 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

附 則 第 １ ４ 項 中 「 第 ６ １ 条 」 を 「 第 ６ ３ 条 」 に 改 め る 。  

  附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 の 規 定 は 、

令 和 ３ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 亀

山 市 都 市 計 画 税 条 例 の 規 定 は 、 令 和 ２ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 都 市 計

画 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 元 年 度 分 ま で の 都 市 計 画 税 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 新 た に

取 得 さ れ た 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ２ 年 法 律 第 ５

号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第

２ ２ ６ 号 ） 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ０ 項 に 規 定 す る 家 屋 に 対 し て 課 す る

都 市 計 画 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  


